
近畿中部防衛局達第１０号

近畿中部防衛局防災管理規則を次のように定める。

平成１９年９月１日

近畿中部防衛局長 増田 慎吾

近畿中部防衛局防災管理規則

改正 平成29年12月27日近畿中部防衛局達第６号

改正 令和5年 3月31日近畿中部防衛局達第３号

（目的）

第１条 この達は、近畿中部防衛局（以下「局」という。）における防災管理の徹

底を図り、火災・風水害・地震その他の非常事態（以下「災害時」という。）に

際して物的・人的被害を軽減することを目的とする。

（諸規定との関係）

第２条 前条の目的を達成するため、防災管理について、必要な事項は、他の法令

又はこれに基づく特別の定めがある場合を除くほか、この達の定める所によるも

のとする。

（災害等防止の心得）

第３条 職員は災害等の未然防止に最大の関心と努力を傾注するとともに、災害等

が発生したときは、旺盛な責任観念を持って、迅速に適切な措置をとらなければ

ならない。

（防災管理者）

第４条 防災管理の徹底を図るため、防災管理者、防災管理者代理、防災責任者、

火元責任者及び火元責任補助者（以下「防災管理者等」という。）を置く。

２ 防災管理者は、局長とする。

３ 防災管理者代理は、次長とする。

４ 防災責任者は、会計課長とする。

５ 火元責任者は、防災管理者の指名する職員をもって充てる。

６ 火元責任補助者は、火元責任者の指名する職員をもって充てる。

（防災管理者等の任務）

第５条 防災管理者は、防災責任者・火元責任者及び火元責任補助者を総括して、

局の防災管理の任に当たる。

２ 防災管理者代理は防災管理者を補佐し、防災管理者に事故があるときは、その

職務を代行する。



３ 防災責任者は、防災管理者の命を受けて使用庁舎の防災管理及び人命の安全管

理等の任に当たる。

４ 火元責任者は、防災責任者の指示により、火気取締りの任に当たる。

５ 火元責任補助者は、火元責任者を補助する。

（自衛消防隊の組織及び任務）

第６条 火災が発生したときの被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊を組織

する。

２ 自衛消防隊の組織および任務は別表のとおりとする。

３ 自衛消防隊長（以下「隊長」という。）は、総務部長の職にある職員をもって

充て、防災管理者の指示を受けて自衛消防隊を指揮する。

４ 自衛消防副隊長は、企画部長及び調達部長の職にある職員をもって充て、隊長

を補佐し、隊長不在のときは、その職務を代理する。

５ 班長及び班員は、隊長の指名する職員をもって充てる。

６ 会計課長は、自衛消防隊編成名簿を作成し、関係者に通知する。

（準用規定）

第７条 前条の規定は、火災以外の災害等が発生した場合に、これを準用する。

（火気使用）

第８条 庁舎内において、常時又は臨時に火気（ストーブ・火鉢・電熱器・その他

の器具）を使用する場合は、火元責任者を経て、防災責任者の承認を得なければ

ならない。

２ 前項により承認を得た場合は、それぞれ使用上の注意事項を守らなければなら

ない。

（警報の伝達及び火気使用の規則）

第９条 防災管理者は、火災警報発令中又はその他の事情により火災発生の危険若

しくは人命安全の危険の切迫していると認めたときは、その旨局内全体に伝達し

、火気使用の中止又は危険な場所への立ち入り禁止を命じることができる。

（防災教育及び訓練）

第１０条 防災管理者は、職員に対し防災の啓発を行い防災管理の徹底を図るとと

もに、有事に際し、被害を最小限度にとどめるため、訓練を行い技術の向上を図

るものとする。

（防災管理委員会）

第１１条 防災管理者の命を受けて、局における総合的防災管理について調査審議

するため、防災管理委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（委員会の組織）

第１２条 委員長は、総務部長の職にある職員をもって充てる。



２ 委員は、企画部長、調達部長、総務課長、会計課長、地方調整課長及び調達計

画課長の職にある職員をもって充てる。

（委員会の任務）

第１３条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議するものとし、必要の都度、委員

長がこれを招集する。

（１）防災に関する計画及びその具体化

（２）防災のための設備の改善強化

（３）防災に関する調査研究及び対策

（４）防災に関する思想の普及及び高揚

（５）その他防災に関する重要事項

２ 委員長は、必要に応じ、調査審議の結果について報告書を作成し、防災管理者

に提出する。

（庶務）

第１４条 委員会の庶務は、会計課において処理する。

（支局及び事務所における防災管理）

第１５条 東海防衛支局及び小松、京都、舞鶴、岐阜各防衛事務所の防災管理に関

して必要な事項は、東海防衛支局長及び小松、京都、舞鶴、岐阜各防衛事務所長

がこの達の趣旨に沿って定める。

（その他）

第１６条 この達の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。

附則

この達は、平成１９年９月１日から施行する。

附則（平成２９年１２月２７日近畿中部防衛局達第６号）

この達は、平成３０年１月１日から施行する。

附則（令和５年３月３１日近畿中部防衛局達第３号）

この達は、平成５年４月１日から施行する。



別表（第６条関係）

近畿中部防衛局自衛消防隊の組織及び任務

指揮班長（正・副）－班員 隊長の命令を伝達し、渉外

及び各班相互の連絡調製に

当たる。大阪合同庁舎

第２・第４号館消防隊本部

との間の連絡。

救護班長（正・副）－班員 負傷者・被救助者等の応急

自 救護に当たる。

衛 同

警戒班長（正・副）－班員 不法侵入者の警戒・搬出し

消 た書類及び物品の焼失・盗

難等の警戒に当たる。

防 副

隊 隊 搬出班長（正・副）－班員 火災発生時に、重要書類・

物品等の搬出を行う。

長 長

消火班長（正・副）－班員 消火器・消火栓・バケツ等

による初期消火に当たる。

避難誘導班長（正・副）－班員 防火扉の開閉・避難者の誘

導及び指導に当たる。


